
柏 市 立 土 中 学 校  

部 活 動 の 活 動 方 針  

１  教 育 目 標  

   人 間 性 豊 か な 生 き 生 き と し た 生 徒 の 育 成  

２  部 活 動 の 基 本 方 針  

 (1) 適 切 な 指 導  

   柏 市 「 部 活 動 の あ り 方 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 に 基 づ き ， 自

主 性 ・ 自 立 性 を 尊 重 し 、 体 罰 ・ ハ ラ ス メ ン ト を 根 絶 し た 適 切

な 指 導 を 行 う 。  

(2) 活 動 時 間 及 び 休 養 日 に つ い て  

① １週 間 のうち，平 日 に１日 以 上 の休 養 日 を設 ける。 

② 原 則 ，土 日 のいずれかを休 養 日 とする。繁 忙 期 であっても，１ヶ

月 あたり１日 以 上 の休 養 日 を設 ける。 

③ 年 間 で１００日 以 上 の完 全 休 養 日 を設 定 する。 

④ 年 間 の休 養 日 数 が十 分 に確 保 されるよう記 録 し，調 整 する。 

⑤ 部 活 動 の完 全 下 校 を最 長 １７時 ３０分 までとする。 

⑥ 平 日 の活 動 は，朝 もしくは放 課 後 のどちらかとする。 

⑦ １日 の活 動 時 間 は，平 日 は２時 間 程 度 ，土 日 祝 日 は３時 間 程

度 を限 度 とする。 

⑧ 平 日 の延 長 練 習 については，やみくもに認 めるのではなく，校 内

で決 まりを作 り，延 長 練 習 の日 常 化 を防 ぐ。 

⑨ 定 期 考 査 前 は，生 徒 の家 庭 学 習 時 間 が確 保 できるよう，適 切

に配 慮 する。 

⑩ 長 期 休 業 中 の活 動 については，学 期 中 の休 養 日 の設 定 に準 じ

た扱 いを行 うとともに，ある程 度 長 期 間 のまとまった休 養 日 を設

け，生 徒 に十 分 な休 養 を与 える。 



３  設 置 部  

  陸 上 競 技 ・ バ ス ケ ッ ト ボ ー ル ・ 軟 式 野 球 ・ バ レ ー ボ ー ル  

ソ フ ト テ ニ ス ・ 卓 球 ・ バ ド ミ ン ト ン ・ 吹 奏 楽  

４  部 活 動 の 約 束  

 原 則 的 に 定 期 テ ス ト 前 の ３ 日 間 は 活 動 し な い 。 ま た 、 朝 練 習 は

１ 週 間 前 か ら な し と す る 。

※ た だ し 、 公 式 大 会 （ 春 季 ・ 東 葛 、 総 体 、 新 人 戦 、 冬 季 、 １ 年  

生 ・ 県 大 会 以 上 ） 前 は 校 長 の 許 可 を 得 て 、 担 当 と 確 認 後 全 体 に  

知 ら せ て 実 施 可 と し 、 保 護 者 あ て 文 書 も 作 成 す る 。  

「 活 動 時 間 」
①朝練習

７ ： １ ０ ～ ７ ： ５ ５   

 ＊ 登 校 は ７ ： ０ ０ 以 降 と す る 。             

 ※ 顧 問 不 在 の 活 動 は 認 め な い 。  

 ※ ８ ： ２ ０ の 着 席 完 了 が 余 裕 を も っ て で き る よ う に 、 ８ ： １ ５ に

は 教 室 に い る 。  

②放課後の活動

完 全 下 校 時 刻 の １ ５ 分 前 ま で と す る 。  

③休日および休業中の活動

生 徒 の 体 力 や 活 動 の 内 容 に 応 じ て 、 過 度 に な ら な い よ う に 配 慮  

し 、 原 則 的 に (４ 時 間 )１ ７ :０ ０ ま で と す る 。 た だ し 、 体 育 館 を

使 用 す る 部 活 に つ い て は 、 分 割 が あ る の で 、 そ の 月 の 完 全 下 校

時 刻 １ ５ 分 前 ま で の 延 長 を 認 め る 。  

「 服 装 ・ 持 ち 物 」
 ① 原 則 と し て 校 内 生 活 の 規 定 に 準 ず る 。 た だ し 白 の Ｔ シ ャ ツ や ユ  

ニ フ ォ ー ム 、 そ の 部 活 動 特 有 の 衣 類 や 用 具 、 及 び 部 活 で そ ろ え

て 購 入 し た も の な ど は 顧 問 の 責 任 の も と で 着 用 を 許 可 す る 。 校

内 生 活 で は 認 め ら れ な い 。 白 の Ｔ シ ャ ツ で も ス ポ ー ツ 用 を 主 と

し 、 フ ァ ッ シ ョ ン 性 の 高 い も の や お し ゃ れ 着 は 認 め な い 。

② 休 日 の 登 下 校 は ジ ャ ー ジ ・ 体 操 服 ・ ユ ニ フ ォ ー ム 等 、 土 中 生 と

わ か る も の を 着 用 す る 。 冬 季 の ウ ィ ン ド ブ レ ー カ ー 等 の 防 寒 着

も 可 と す る 。 ◆ そ ろ い や 土 中 名 前 入 り で な く 、 個 人 購 入 の Ｔ シ

ャ ツ 等 で の 登 下 校 は 認 め ら れ な い 。  

③ 競 技 に よ っ て 認 め ら れ て い る ア ン ダ ー シ ャ ツ や ソ ッ ク ス 等 の 使

用 は 、 部 活 動 の 時 間 帯 の み と す る 。 校 内 生 活 （ 登 下 校 を 含 む ）

で は 認 め ら れ な い 。（ 顧 問 の 指 示 に よ る ）



④ バ ッ グ 等 、 他 の 物 に つ い て も 、 土 中 バ ッ グ 及 び 、 部 内 で 揃 え た  

も の を 使 用 す る 。 (休 日 に 関 し て は 顧 問 の 指 示 で ) 

⑤ 水 筒 以 外 の 飲 み 物 （ カ ン ・ ビ ン ・ パ ッ ク ・ ペ ッ ト ボ ト ル ） で の

飲 料 は 禁 止 と す る 。

※ 部 と し て 顧 問 が 用 意 し た 物 、 保 護 者 か ら の 差 し 入 れ 等 は 可 と  

す る 。  

※ ま た 、 夏 季 に 補 充 用 と し て 、 ど う し て も ペ ッ ト ボ ト ル で の 持 ち 込  

み が 必 要 な 場 合 は 、 む き 出 し の ま ま で 表 に 出 し た り 、 そ の ま ま 飲  

む こ と は し な い 。  

５  最 終 下 校 時 刻  

令 和 ３ 年 度  完 全 下 校 時 刻  

１ 学 期  

４ 月              → １ ７ ： ３ ０  

５ 月              → １ ７ ： ３ ０  

６ 月              → １ ７ ： ３ ０  

７ 月              → １ ７ ： ３ ０  

２ 学 期  

９ 月 １ 日 ～ ９ 日         → １ ７ ： ３ ０  

９ 月 １ ２ 日 ～ ２ ９ 日       → １ ７ ： ３ ０  

１ ０ 月 ２ 日 ～ １ ３ 日       → １ ７ ： １ ５  

１ ０ 月 １ ６ 日 ～ ３ １ 日      → １ ７ ： ０ ０  

１ １ 月 １ 日 ～ １ ０ 日       → １ ６ ： ４ ５  

１ １ 月 １ ３ 日 ～ １ ２ 月 ２ ２ 日  → １ ６ ： ３ ０  

３ 学 期  

１ 月 ９ 日 ～ １ ２ 日         → １ ６ ： ３ ０  

１ 月 １ ５ 日 ～ ２ 月 ２ 日     → １ ７ ： ０ ０  

２ 月 ５ 日 ～ ２ ８ 日         → １ ７ ： １ ５  

３ 月 １ 日 ～ ２ ４ 日         → １ ７ ： ３ ０  

春 季 ・ 夏 季 休 業              → １ ７ ： ０ ０  

冬 季 休 業                    → １ ６ ： ３ ０  


